
令和3年1月1日現在、本市に住民票があり、申告が必要な方は最寄りの相談会場で令和2年中の収入などを申告して
ください（期間中は「確定申告」の相談も受け付けます）。　※郵送での申告も可能です。

昨年申告した方で申告が必要と思われる方には「市民税・県民税・国民健康保険税申告書」「申告の手引き」を1月
末ごろに郵送します。「申告の手引き」を参考に自書で作成し、郵送で提出してください。作成が難しい場合は、お気
軽に申告会場で相談してください。

● 給与の源泉徴収票
● 公的年金の源泉徴収票
● 農業収支内訳書および収入、支出の金額などがわかるもの 
（領収書・預金通帳など）
● 生命保険などが満期で一時金収入がある場合は、
 保険会社が発行した証明書

● 生命、地震保険料の支払証明書
● 社会保険料などの支払証明書または領収書
● 医療費控除の明細書
● 障害者手帳（証明書）
● 寄附金控除を受けようとする場合は、寄附先が発行した
 領収書・控除証明書など

● 印鑑
● 所得税の還付を受ける場合は、
 申告する方の預金通帳など口座情報がわかるもの
● 本人確認書類（運転免許証、健康保険証など）
● 個人番号確認書類（マイナンバーカード、通知カードなど）
● 利用者識別番号がわかるもの（利用者識別番号取得者のみ）

● 青色申告 ● 住宅の新築等で住宅借入金等特別控除の適用が1年目の申告
● 令和元年分以前の申告 ● 外国税額控除の申告 ● 相続または贈与税に係る申告
● 譲渡所得などの分離課税の申告（給与や年金、農業などの総合課税の所得とは分離して税額を計算するもの）

・土地・建物の売却所得があるもの　・株式等の譲渡損失があり前年分以前の損失を翌年以降に繰り越すもの　・山林所得があるもの

● 令和2年中に支払った医療費金額の集計、および明細書（医療費控除の申告をする方）
● 収支内訳書（営業、農業、不動産所得がある方）
● 税引前の支払金額、所得税、住民税の集計
   （総合課税の配当所得のある方で支払通知書が多い場合）

令和2年分 住民税（市県民税）申告相談

● 農業、商工業、不動産などの収入があった方
● 給与以外の収入（農業・年金など）があった方
● 年金以外の収入（農業・不動産など）があった方
● 医療費控除など年末調整で控除されていない
 控除を受ける方
● 国民健康保険に加入している方

・収入が無い場合でも必ず申告してくだ
さい。申告しない場合、国民健康保険税
の軽減措置が行われないなど、不利益
を受けることがあります。

・確定申告用の納税証明書が必要な場
合、運転免許証・公的医療保険の被保険
者証などをお持ちのうえ、税務課、また
は各支所窓口係で証明書の交付を申請
してください。

日程は14・15ページを確認してください。

申告が必要な方

特殊な申告は税務署へ

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
以下の書類の事前作成にご協力をお願いします。

申告会場の混雑の状況により、書類を事前作成された方の対応を優先する場合があります。

□税務課　市民税係　☎・お太助フォン 42-5614　　42-2130問
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※確定申告書の控えに税務署の収受日付印が必要な場合は、宛名を記入し切手を貼った返信用封筒を用意してください。
以下の申告をする方は税務署へ相談してください。税務署で所得税の確定申告をする方は市への申告は不要です。

〈例〉

※不動産の売却、贈与税の申告相談は、担当
が従事する以下の日程のみ受け付けます。

2月16日（火）・17日（水）・24日（水）
3月1日（月）・5日（金）～15日（月）

●所得税・贈与税

　3月15日（月）
●消費税・地方消費税（個人事業者）

　3月31日（水）

《 令和2年分の確定申告・納期限 》

●開設期間

2月16日（火）～3月15日（月）
※土日・祝以外

●受付時間 8時30分～16時
●相談時間 9時～17時

《 申告会場 》

●所得税

　4月19日（月）
●消費税・地方消費税（個人事業者）

　4月23日（金）

《 口座振替日 》

吉田税務署2階

「申告相談日程表」、「市県民税申告書様式」は市ホームページからダウンロードできます。

事前集計を

お願いします

事前に作成された
方を優先する場合
があります。

吉田税務署　☎42-0008

会場の混雑を緩和するため、
入場整理券を配布します。

吉田税務署で来場時に直接配布
します。
※入場整理券の配布状況に応じて、

後日の来署をお願いすることがあ
ります。

国税庁公式LINEアカウントを
「友だちに追加」して申し込んで
ください。

スマートフォンなどの端末から確定申告ができます。
来場する必要がありませんので、積極的に活用してください。
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会場への入場には
「入場整理券」が必要です

e-Taxを活用してください 国税庁
確定申告書等
作成ページ

「入場整理券」配布方法

基本対策も忘れずに

● 当日会場で配布

● LINEアカウントで事前に発行

令和2年分 確定申告

スマホで
簡単！

確定申告

少人数で
来場

マスクの
着用

入口での検温
手の消毒

納税は便利な口座振替を

ご利用ください。

https://www.akitakata.jp/ja/shisei/section/zeimu/　（トップページ ＞ 市政情報 ＞ 組織 ＞ 税務課）

申告時必要書類等

このコーナーは市内のいろいろな出来事を紹介するコーナーです。
皆さんの身近な出来事をお知らせください。

総務課　秘書広報室
〒731-0592 安芸高田市吉田町吉田791番地
☎・お太助フォン 42-5627　　42-4376

秋田 雅朝さん

美土里生涯学習センターまなび 他

道の駅「三矢の里あきたかた」

防犯パトロール活動のポイン
トなど、現役警察官による講
習が行われました。今年は各
町に分散して講習を実施。地
域で青色防犯パトロールを担
う受講者は、熱心に耳を傾け
ていました。

元文部科学事務次官の前川さんが、正しい情報を得ることの
大切さについて講演。コロナ禍で「正しい情報を得ようと努力す
ることが大切」と訴えました。

障害者が社会や経済、文化など
さまざまな分野の活動に積極的
に参加する意欲を高めることを目
的に毎年開催。今年は市内7事
業所の活動を紹介しました。

東京2020オリンピック聖火を活用した地
方創生事業で、聖火が本市、三次市、海
田町、呉市、福山市を巡回。18日、道の駅
「三矢の里あきたかた」の多目的室で、ラン
タンに格納された聖火が展示されました。

青色防犯パトロール講習

※吉田町、甲田町での講習は新型
コロナウイルス感染症拡大の影
響で講師が確保できず、中止とな
りました。

甲田文化センターミューズ12月6日（日）

道の駅「三矢の里あきたかた」
12月5日（土）～14日（月）

第72回人権週間記念事業
前川喜平さん講演会

市内障害者施設紹介パネル展示

12月18日（金）

12月2日（水）～9日（水）

聖火展示

毛利元就公墓所周辺
11月22日（日）

ボランティア交流清掃活動安芸高田市ボランティア協
議会と森林ボランティアグ
ループ「NPO法人ひろしま人
と樹の会」が連携し、清掃活
動を実施。市内のボランティ
アを中心に68人が参加し、
枯れ木を伐採、整理しました。

受章おめでとうございます

監査委員の就任 （任期：令和2年12月10日～令和6年11月30日）
あきた 　まさとも

笹岡 美智子さん
ささおか　　みちこ

統計調査員として、40年近く適切な調査の遂行
に尽力。国勢調査や家計調査、労働力調査など
に従事し、顕著な功績を収められました。

秋の叙勲

瑞宝単光章

【監査委員】 地方自治法に基づき市町村に設置される機関で、「市民の方々の税金が無駄遣いされ
ていないか」「市の事業が目的を達成しているか、効果を上げているか」などを監査します。
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